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律
令
制
下
に
お
け
る
春
宮
坊
の
構
造
と
そ
の
特
質
に
つ
い
て

保

母

日主
主:G

lま

じ

め

戦
後
、
古
代
皇
太
子
制
に
関
す
る
研
究
は
大
い
に
深
化
し
た
。
そ
の
動
向
と
し
て
は
、
皇
位
継
承
者
と
し
て
の
皇
太
子
の
政
治
的
地

位
に
関
す
る
も
の
と
、
皇
太
子
の
居
所
と
し
て
の
宮
（
皇
子
宮
・
東
宮
）

の
構
造
に
関
す
る
も
の
と
に
大
別
で
き
る
。
前
者
に
つ
い
て

（

l
）
 

は
、
令
制
前
に
お
け
る
大
兄
制
や
皇
太
子
執
政
の
解
明
を
中
心
に
論
じ
ら
れ
て
き
た
。
令
制
下
に
お
い
て
も
、
個
々
の
立
太
子
・
廃
太

一
方
、
後
者
に
つ
い
て
は
、
厩
戸
皇
子
の
斑
鳩
宮
や
草
壁
皇

（

2
）
 

子
の
鴫
宮
に
関
す
る
論
考
を
中
心
に
、
考
古
学
の
成
果
を
取
り
入
れ
つ
つ
研
究
が
進
展
し
た
。
し
か
し
、
本
稿
で
対
象
と
す
る
令
制
下

子
事
情
の
考
察
な
ど
か
ら
皇
太
子
位
に
つ
い
て
の
解
明
が
進
ん
で
き
た
。

の
東
宮
機
構
に
関
す
る
研
究
は
非
常
に
少
な
い
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

こ
う
し
た
研
究
史
の
中
で
、
政
治
史
・
制
度
史
両
面
か
ら
網
羅
的
に
検
討
を
行
っ
た
荒
木
敏
夫
氏
の
業
績
は
古
代
皇
太
子
制
研
究
の

（

3
）
 

到
達
点
と
い
え
る
。
と
り
わ
け
令
制
下
の
東
宮
機
構
に
関
し
て
は
初
の
本
格
的
論
考
で
あ
り
、
東
宮
機
構
研
究
の
出
発
点
と
し
て
評
価

25 

で
き
る
。
だ
が
、
荒
木
氏
以
後
は
、

天
皇
・
貴
族
層
・
皇
太
子
・
東
宮
機
構
の
相
互
関
係
を
律
令
条
文
か
ら
探
り
、
令
制
東
宮
機
構
の



26 

（

4
）
 

解
明
を
進
め
た
坂
上
康
俊
氏
の
論
考
が
あ
る
程
度
で
、
他
に
は
主
要
な
論
考
が
見
ら
れ
な
い
。
確
か
に
、
皇
太
子
位
が
次
期
天
皇
た
る

意
味
を
持
つ
以
上
、

そ
の
家
政
機
関
た
る
東
宮
機
構
や
東
宮
官
人
に
論
及
す
る
も
の
も
古
代
政
治
史
の
考
察
や
律
令
官
僚
制
の
研
究
な

（

5
）
 

ど
各
分
野
で
散
見
す
る
。
し
か
し
、
東
宮
機
構
研
究
の
現
状
と
し
て
、
そ
の
限
界
と
細
分
化
の
傾
向
は
否
め
な
い
。

そ
れ
に
し
て
も
、
皇
太
子
制
を
論
ず
る
に
あ
た
り
東
宮
機
構
の
果
た
す
役
割
は
軽
視
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。
皇
太
子
と
そ
の
家
政

を
掌
る
東
宮
機
構
と
は
密
接
不
可
分
の
関
係
に
あ
り
、
皇
太
子
を
本
主
と
す
る
東
宮
機
構
が
い
か
に
し
て
天
皇
を
項
点
と
す
る
律
令
官

制
の
中
に
組
み
込
ま
れ

い
か
な
る
位
置
を
占
め
た
か
と
い
う
ミ
と
は
、
律
令
制
下
に
お
い
て
皇
太
子
が
い
か
な
る
性
格
の
存
在
で
あ

っ
た
か
と
い
う
こ
と
に
も
関
わ
る
問
題
で
あ
る
。
ま
さ
に
本
稿
の
主
眼
は
こ
こ
に
あ
る
。

と
こ
ろ
で
令
制
東
宮
機
構
は
、
皇
太
子
を
道
徳
・
学
問
の
面
で
輔
導
す
る
東
宮
侍
・
東
宮
学
士
と
、
東
宮
の
家
政
を
統
轄
す
る
春
宮

坊
、
及
び
被
管
官
司
三
監
六
署
か
ら
な
る
。
律
令
官
司
体
系
の
中
で
の
東
宮
機
構
の
位
置
付
け
を
試
み
る
本
稿
で
は
、
春
宮
坊
及
び
そ

の
被
管
諸
司
を
考
察
の
対
象
と
し
、
な
か
で
も
家
政
運
営
の
実
務
面
を
分
掌
す
る
後
者
を
重
点
的
に
取
り
上
げ
る
。
だ
が
、
三
監
六
署

（

6）
 

に
関
す
る
論
及
は
管
見
の
限
り
荒
木
氏
以
外
皆
無
と
い
っ
て
よ
い
。
そ
こ
で
近
年
の
官
司
制
研
究
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
荒
木
氏
の
論
考

を
再
検
討
し
、
改
め
て
律
令
官
制
研
究
の
中
で
あ
ま
り
か
え
り
み
ら
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
春
宮
坊
が
い
か
な
る
特
色
を
持
つ
官
司
で

あ
っ
た
か
そ
の
全
貌
を
解
明
し
、

ひ
い
て
は
律
令
皇
太
子
制
を
紐
解
く
手
が
か
り
得
た
い
と
思
う
。

東
宮
職
員
令
条
文
よ
り
見
た
春
宮
坊
の
構
成
と
そ
の
特
色

l
i
被
管
機
構
三
監
六
署
の
考
察
を
中
心
に
｜
｜

東
宮
機
構
の
構
成
を
規
定
す
る
養
老
東
宮
職
員
令
は
、
後
宮
職
員
令
・
家
令
職
員
令
と
並
ん
で
職
員
令
と
は
別
個
に
篇
目
が
立
て
ら

れ
て
お
り
、

十
一
箇
条
か
ら
な
る
。
そ
の
第
一
条
は
東
宮
停
及
ぴ
東
宮
学
士
の
職
掌
が
記
載
さ
れ
、
第
二
条
が
春
宮
坊
、
第
三
条
以
降



（

7
）
 

が
被
管
諸
司
に
関
す
る
規
定
と
な
っ
て
い
る
。
（
な
お
、
大
宝
令
に
お
い
て
も
、
養
老
東
宮
職
員
令
に
相
当
す
る
篇
目
の
存
在
し
た
こ
と

（

8）
 

は
、
令
集
解
所
引
古
記
に
よ
り
明
ら
か
で
あ
る
。
）
中
宮
に
対
す
る
中
宮
職
が
職
員
令
に
中
務
省
の
被
管
と
し
て
規
定
さ
れ
て
い
る
こ
と

律令制下における春宮坊の構造とその特質について

と
は
対
照
的
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
ち
な
み
に
唐
令
に
お
け
る
東
宮
機
構
は
、
台
省
・
寺
監
・
衛
府
・
州
県
・
命
婦
の
各
職
員
令
と
並

（

9）
 

ん
で
東
宮
王
府
職
員
令
に
規
定
さ
れ
て
い
る
が
、
注
目
す
べ
き
は
東
宮
機
構
と
親
王
の
家
政
機
関
（
親
王
府
）
が
同
一
の
篇
目
に
ま
と

（日）

め
ら
れ
て
い
る
点
で
あ
り
、
親
王
の
家
政
機
関
が
家
令
職
員
令
と
し
て
別
に
規
定
さ
れ
て
い
る
日
本
令
と
相
違
し
て
い
る
。

一
見
す
れ

ば
、
職
員
令
の
篇
目
構
成
と
い
う
点
で
、
東
宮
職
員
令
に
規
定
さ
れ
る
日
本
の
東
宮
機
構
の
独
立
性
が
浮
上
す
る
。
し
か
し
、

は
た
し

て
実
際
に
東
宮
機
構
は
そ
の
よ
う
に
独
立
性
の
強
い
機
構
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
を
解
明
す
る
た
め
に
、
以
下
、
養
老
東
宮
職

員
令
第
二
条
以
降
の
全
文
を
掲
げ
、
東
宮
機
構
を
統
轄
す
る
春
宮
坊
及
び
被
管
機
構
の
構
成
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
る
こ
と
と
す
る
。

春
宮
坊

管
藍
三
署
六

大
夫
一
人
。
掌
吐
一
一
納
啓
令
↓
宮
人
名
帳
。
考
叙
。
宿
直
事
。
亮
一
人
。
大
進
一
人
。
少
進
二
人
。
大
属
一
人
。
少
属
二
人
。
使
部

舟
人
。
症
了
三
人
。

舎
人
監

正
一
人
。
掌
舎
人
名
帳
。
礼
儀
。
分
番
事
。
佑
一
人
。
令
史
一
人
。
舎
人
六
百
人
。
使
部
十
人
。
直
丁
一
人
。

主
膳
監

正
一
人
。
掌
進
食
先
嘗
。
及
諸
飲
膳
事
。
佑
一
人
。
令
史
一
人
。
膳
部
六
十
人
。
使
部
六
人
。
直
丁
一
人
。
駈
使
丁
廿
人
。

主
蔵
監

27 

正
一
人
。
掌
金
玉
。
宝
器
。
錦
綾
。
雑
採
。
裁
一
縫
衣
服
↓
玩
好
之
物
。
佑
一
人
。
令
史
一
人
。
蔵
部
廿
人
。
使
部
六
人
。
直
丁
一
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人
。
駈
使
丁
二
人
。

主
殿
署

首
一
人
。
掌
湯
川
沫
。
燈
燭
。
酒
掃
。
鋪
設
事
。
令
史
一
人
。
殿
掃
部
廿
人
。
使
部
六
人
。

直
丁
一
人
。
駈
使
丁
十
人
。

主
書
署

首
一
人
。
掌
供
孟
書
薬
筆
研
之
属
↓
令
史
一
人
。
使
部
六
人
。
直
丁
一
人
。

主
葉
署

首
一
人
。
掌
題
粥
。
業
水
。
及
菓
子
之
属
。
令
史
一
人
。
水
部
十
人
。
使
部
六
人
。
直
丁

一
人
。
駈
使
丁
六
人
。

主
工
署

首
一
人
。
掌
木
土
構
作
。
及
銅
鉄
雑
作
事
。
令
史
一
人
。

工
部
六
人
。
使
部
六
人
。
直
丁

一
人
。
駈
使
丁
六
十
人
。

主
兵
署

首
一
人
。
掌
兵
器
。
儀
伎
之
属
。
令
史
一
人
。
使
部
六
人
。
直
丁
一
人
。

主
馬
署

首
一
人
。
掌
供
一
一
進
乗
馬
。
鞍
具
之
属
↓
令
史
一
人
。
局
部
十
人
。
使
部
十
人
。
直
丁
一
人
。

条
文
に
示
さ
れ
た
春
宮
坊
の
構
成
の
特
色
と
し
て
、

以
下
の
五
点
が
指
摘
で
き
る
。

【表l】養老東宮職員令における春宮坊被管三監六暑の構成

正 首 佑 令史 ｛半部 使部 直了 駈使丁 備考

舎人監 1 （舎人 600) 10 
主膳監 膳部 60 6 20 大同二年令史一員加増

主蔵監 1 蔵部 20 6 2 大同二年令史一員加増

主殿署 1 殿掃部 20 6 10 
主書署 6 大同二年主蔵監に併合

主祭署 水部 10 6 6 大同二年主勝監に併合

主工署 1 工部 6 6 1 60 
主兵署 6 大同二年主蔵監に併合

主馬署 馬部 10 10 



第
一
点
は
、
被
管
官
司
数
の
多
き
で
あ
る
。

春
宮
坊
は
三
監
六
署
の
計
九
の
被
管
官
司
を
管
轄
す
る
。
八
省
そ
れ
ぞ
れ
の
被
管
官
司
数
と
比
較
す
れ
ば
、
こ
の
数
字
は
宮
内
省
の

一
八
（
一
職
四
寮
二
ニ
司
）
、
中
務
省
の
一

O
（
一
職
六
寮
三
司
）
に
次
ぐ
。
以
下
、
兵
部
・
大
蔵
省
の
各
五
司
、
治
部
省
の
四
（
一
寮

律令制下における春宮坊の構造とその特質について

三
司
）
と
続
く
こ
と
を
み
て
も
、
宮
内
・
中
務
両
省
と
並
ん
で
春
宮
坊
の
被
管
官
司
数
の
多
さ
は
際
立
っ
て
い
る
。

第
二
点
は
、
春
宮
坊
被
管
諸
司
は
令
制
官
司
の
な
か
で
も
最
小
規
模
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

ま
ず
、
舎
人
・
主
膳
・
主
蔵
の
三
監
は
、
長
宮
（
正
）
・
判
官
（
佑
）
・
主
典
（
令
史
）

の
三
等
官
構
成
で
、

そ
れ
ぞ
れ
の
官
佐
相
当

は
正
が
従
六
位
上
、
佑
が
正
八
位
下
、
令
史
が
少
初
位
上
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
構
成
を
持
つ
官
司
と
し
て
、
他
に
は
宮
内
省
被
管
の

主
水
・
主
油
・
内
掃
部
・
管
陶
・
内
染
の
五
司
が
挙
げ
ら
れ
る
。
ま
た
、
主
殿
以
下
の
六
署
に
い
た
っ
て
は
、
長
官
（
首
）
・
主
典
（
令

史
）
の
二
等
官
構
成
で
、
首
は
従
六
位
下
、
令
史
は
令
制
官
位
中
最
下
位
の
少
初
位
下
で
あ
る
。
数
多
の
令
制
官
司
の
う
ち
で
も
最
小

規
模
に
し
て
最
も
単
純
な
構
成
と
な
っ
て
お
り
、
同
様
の
官
司
は
他
で
は
兵
部
省
主
鷹
司
の
み
で
あ
る
。

第
三
点
は
、
駈
使
丁
が
配
属
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

八
省
で
駈
使
丁
が
配
属
し
て
い
る
の
は
、
宮
内
省
（
計
二
七
O
人
＋

α
）
・
大
蔵
省
（
計
二
六
人
）

の
み
で
あ
る
。
（
各
官
司
ご
と
の

具
体
的
な
人
数
は
｛
表
2
】
参
照
）
。
春
宮
坊
に
は
、
主
膳
監
（
二

O
人
）
・
主
蔵
監
（
二
人
）
・
主
殿
署
（
一

O
人
）
・
主
柴
署
（
六
人
）
・

主
工
署
（
六
O
人
）
に
計
九
八
人
が
配
属
し
て
い
る
。
そ
も
そ
も
駈
使
丁
は
、
諸
国
か
ら
進
上
さ
れ
て
き
た
仕
丁
が
各
官
司
に
配
属
さ

れ
（
職
員
令
4
木
工
寮
条
）
、
令
集
解
に
「
問
、
直
丁
行
事
。
答
、
宮
内
駈
使
耳
。
但
不
レ
可
レ
駈
二
使
山
野
↓
何
者
、
量
－
一
司
閑
繁
一
置
一
一

駈
使
丁
一
故
。
」
（
職
員
令
1
神
蹴
官
条
讃
説
）
と
あ
る
よ
う
に
、
「
駈
使
山
野
」
と
い
っ
た
官
司
の
雑
用
に
使
役
さ
れ
た
も
の
と
み
ら
れ

29 

る
。
大
小
種
々
雑
多
な
造
作
を
担
う
宮
内
省
木
工
寮
の
駈
使
丁
に
定
員
が
無
く
（
前
掲
丘
、
春
宮
坊
で
も
主
工
署
の
定
員
が
際
立
っ
て



30 

【表2】職員令に規定された中務・大蔵・宮内

各省の被管諸司の構成

被管諸司 伴部 品部・雑戸 使部 直了 駈使丁
中務省 70 10 
中宮職 （中宮舎人400) 30 3 
左大舎人寮 （大舎人 800) 20 2 
右大舎人寮 （大舎人 800) 20 2 

中 図書寮 紙戸 20 2 

務 内蔵寮
蔵部 40 

百済戸 20 2 
百済手部 10 

省 縫殿寮 20 2 
陰陽寮 20 3 
画工司 商部 60 16 1 
内薬司 10 1 
内礼司 6 1 

蔵部 60 百済戸
大蔵省 百済手部 10 狛戸 60 4 6 

大
狛部 6 

典鋳司 雑工部 10 雑工戸 10 1 
蔵 掃部司 掃部 10 6 1 20 

省
漆部司 漆部 20 6 

縫部 4 
縫部司

縫女部
6 1 

織部苛 染戸 6 1 

宮内省 60 4 
大膚職 膳部 160 雑供戸 30 2 80 
木工寮 工部 20 20 2 定員無

大炊寮 大炊部 60 20 2 30 
主殿寮 殿部 40 20 2 80 

典薬寮
薬戸

20 2 
乳戸

正親司 10 1 

宮
内膳司 膳部 40 10 1 20 
造酒司 酒部 60 酒戸 12 1 

内 鍛冶司 鍛部 20 鍛戸 16 
官奴司 10 1 

省 国池司 園戸 6 1 

土工司 泥部 20 泥戸 10 1 

采女司 采部 6 12 1 

主水司 氷部 40 氷戸 10 1 20 

主油司 6 1 

内掃部司 掃部 30 10 40 

笛陶司 宮戸 6 1 

内染司 6 1 

（参考）

左・右兵庫｜ ｜ ｜各201各2

内兵庫 I I I 10 I 1 

左・右馬寮｜馬部 各20 ｜飼丁（飼部）｜各初｜各2

1)春宮坊被管諸司と職掌上対応関係が見られる宮司は太字で記した。

2）伴部で、春宮坊被管諸司の伴部にもみられるものは太字で記した。

3）主水司の氷部を太字とした根拠については注(13）を参照。

多
い
こ
と
は
そ
う
し
た
駈
使
丁
の
性
格
を
よ
く
示
し
て
い
る
。
ま
た
、
駈
使
丁
の
配
属
は
宮
内
省
に
圧
倒
的
に
多
く
、
春
宮
坊
が
そ
れ

（日）

に
次
い
で
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
駈
使
丁
の
主
体
は
天
皇
・
皇
太
子
の
近
侍
的
な
官
司
に
充
て
ら
れ
た
と
す
る
直
木
孝
次
郎
氏
の
指
摘
に

も
窺
え
る
よ
う
に
、
宮
内
省
と
春
宮
坊
の
性
格
の
類
似
性
を
示
す
一
例
と
い
え
る
。

第
四
点
は
、
品
部
・
雑
戸
が
配
属
し
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。

八
省
で
品
部
・
雑
戸
が
配
属
し
な
い
の
は
式
部
・
民
部
・
刑
部
の
三
省
で
あ
る
。

一
方
、
多
種
類
が
属
す
る
省
は
宮
内
省
（
九
種
）



大
蔵
省
（
四
種
）
・
兵
部
省
（
四
種
）

で
あ
る
（
宮
内
・
大
蔵
・
中
務
省
の
品
部
・
雑
戸
は
【
表
2
】
参
照
）
。
前
者
は
い
ず
れ
も
国
家

行
政
を
担
当
す
る
省
と
い
え
、
後
者
で
も
特
に
宮
内
・
大
蔵
省
は
天
皇
の
家
産
管
轄
に
直
接
携
わ
る
と
い
う
内
廷
的
性
格
を
有
す
る
省

で
あ
る
。
周
知
の
知
く
、
品
部
・
雑
戸
は
部
民
制
の
系
譜
を
引
く
も
の
で
あ
り
、
宮
内
・
大
蔵
の
二
省
が
他
省
に
比
べ
多
種
の
品
部
・

律令制下における春宮坊の構造とその特質について

雑
戸
か
つ
多
人
数
の
伴
部
を
有
す
る
こ
と
か
ら
、
両
省
は
氏
姓
制
以
来
の
古
い
伝
統
を
持
ち
、
遺
制
を
残
し
て
組
織
さ
れ
た
と
す
る
指

（ロ）

摘
も
あ
る
。
確
か
に
、
駈
使
丁
の
配
属
対
象
で
あ
る
宮
内
・
大
蔵
省
が
、
品
部
・
雑
戸
の
種
類
の
多
さ
で
も
八
省
で
上
住
二
住
を
占
め

て
い
る
こ
と
は
両
省
の
共
通
性
を
裏
付
け
る
し
、

か
っ
、
駈
使
丁
の
配
属
と
品
部
・
雑
戸
の
配
属
と
の
関
連
性
も
想
定
さ
れ
る
。
で
は
、

両
省
と
同
様
に
駈
使
丁
が
配
属
す
る
春
宮
坊
に
な
ぜ
品
部
・
雑
戸
が
全
く
配
属
し
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
先
に
三
点
に
わ
た
り
指

摘
し
た
官
司
構
成
の
面
か
ら
も
、
令
条
文
に
記
さ
れ
る
職
掌
の
面
か
ら
も
、
春
宮
坊
は
式
部
・
民
部
省
な
ど
よ
り
は
と
り
わ
け
宮
内
省

に
近
似
し
た
性
格
を
持
つ
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
遺
制
を
残
し
て
組
織
さ
れ
た
と
さ
れ
る
宮
内
省
と
類
似
し
、
荒
木
氏
が
説
く
よ
う
に

春
宮
坊
の
構
成
が
大
王
制
の
家
産
組
織
に
淵
源
を
持
っ
と
す
れ
ば
、
当
然
品
部
・
雑
戸
が
配
属
し
て
然
る
べ
き
で
あ
る
。
仮
に
春
宮
坊

に
配
属
す
る
と
し
た
ら
、
主
膳
監
に
雑
供
戸
・
酒
戸
、
主
蔵
監
に
百
済
戸
、
主
書
署
に
紙
戸
・
薬
戸
な
ど
が
そ
れ
ぞ
れ
の
職
掌
か
ら
し

て
想
定
さ
れ
よ
う
（
こ
れ
ら
の
品
部
・
雑
戸
は
【
表
2
】
参
照
）
。
し
か
し
、

そ
の
よ
う
に
な
っ
て
い
な
い
の
は
、
必
要
性
の
有
無
に
よ

る
と
い
う
よ
り
も
、
何
ら
か
の
意
図
に
よ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
意
義
に
関
し
て
は
次
章
で
考
察
す
る
こ
と
と
す
る
。

第
五
点
は
、
職
掌
が
宮
内
・
中
務
省
被
管
諸
司
と
極
め
て
類
似
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

職
員
令
条
文
よ
り
【
表
3
】
に
春
宮
坊
三
監
六
署
と
他
司
と
の
職
掌
の
対
応
関
係
を
ま
と
め
た
。
こ
れ
を
見
る
と
、
三
監
六
署
と
各

対
応
官
司
と
は
職
掌
を
記
す
条
文
が
似
通
っ
て
お
り
、
職
掌
の
類
似
性
か
ら
来
る
当
然
の
帰
結
と
し
て
官
可
名
も
類
似
し
て
い
る
こ
と

31 

が
看
取
で
き
る
。
さ
ら
に
加
え
て
、
伴
部
の
種
類
の
類
似
と
い
う
点
で
も
注
目
さ
れ
る
。
主
膳
監
の
膳
部
は
宮
内
省
大
膳
職
・
内
膳
司
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【表3】春宮坊被管諸司と職掌の対応する官司

主書署
主

主蔵監 主膳監 舎監人
官

署殿 司

薬② 

量書
ネ燈② 

① 湯休
② 裁縫衣

堤富 本

書部司 燭、 兼炊司
職

玉、
掌

② 
〈悪古霊酒掃、

~Ii 宝
器

酒司

量鉄膳事
儀礼

筆研言 綾錦
記古

雑
分番

員ム寸才、

省高富省

I U 室高u 盟主司主寮I ~ 
職掌

の

類似
殿寮

す

霊開堂書
~泳－萄一目一' 裁裁

童、 骨年料供進盟量、
酸手都諸国

惣料造 官及司る
縫衣縫衣 知御膳 ア常 庶繕差

珠珠
大舎人

び
療一、 服服 玉玉 一。膳部一、 そ

疾病 和ニ
室事議需品 雪量事

し一 、

雪童基
の

略中 宝 5宵供以時猛 名帳
対応主一。合御薬

綴扇 設

器

及音事 己
校写

L一一
」蓄醤 分番

」 酒掃

諸書事可 泰膳 」 鼓 職

L 装演 宿直、員令よ
岩 笥未

功程 し一一 ｛使段
長官り

供御膳 肴
給

諸童書傍之

議事
の

紙筆墾
」 掃霊 」

菓

職掌を
膳典（ 雑餅 L 

一、 記
事 及 食 す

し一一

に
、
主
蔵
監
の
蔵

部
は
大
蔵
省
・
中

務
省
内
蔵
寮
に

主
工
署
の
工
部
は

宮
内
省
木
工
寮
に

主
馬
署
の
馬
部
は

左
右
足
川
寮
に
も
そ

れ
ぞ
れ
見
ら
れ
る
。

ま
た
、
主
殿
署
の

殿
掃
部
は
宮
内
省

主
殿
寮
の
殿
部
と

大
蔵
省
掃
部
司
・

宮
内
省
内
掃
部
司

の
掃
部
を
兼
ね
た

も
の
で
あ
る
し
、

主
葉
署
の
水
部
も

宮
内
省
主
水
司
の



律令制下における春宮坊の構造とその特質について

署主馬
主 主

署主竣署兵 工
署

量進貢
① 兵器 H 

＊案
僅① 粥

儀伎量 竣水

鞍具言 記古 土
工

昆量f ，ζ 

司

古記

左

主盟主盟主奇大襲寮右馬

司寮

主革壁兵主量
造t宮曹~ 

樽水一一寸 菓」一＇

雑島鉄器量噌」奇草空」地軍' 襲事
養飼 翠時＇ん

3事及室iJ< 
安置得

之
属
し一一 室石」

所 L-

百E 納出 事

給雑草

L→← 

涼曝

一L。－ L一一

の
い
ず
れ
か
と
対
応
し
て
い
る
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

氷
部
と
同
種
で
あ

（日）

ろ
う
（
以
上
【
表

－
】
・
【
表
2
】
。〉

伴
部
の
項
参
照
）
。

結
局
、
主
兵
署

主
馬
署
以
外
は
全

て
宮
内
・
中
務
・

大
蔵
省
被
管
諸
司

以
上
、

五
点
に
わ
た
っ
て
八
省
と
の
比
較
を
交
え
な
が
ら
東
宮
職
員
令
に
規
定
さ
れ
た
春
宮
坊
の
構
成
上
の
特
色
を
考
察
し
て
き
た
。

し3

そ
の
結
果
、
春
宮
坊
は
全
体
と
し
て
宮
内
・
中
務
・
大
蔵
省
と
類
似
し
た
機
能
を
有
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
判
明
し
た
と
思
う
。

ず
れ
も
多
か
れ
少
な
か
れ
内
廷
的
性
格
を
持
つ
省
で
あ
り
、
な
か
で
も
そ
の
性
格
の
強
い
宮
内
省
は
春
宮
坊
と
の
共
通
項
が
多
い
。
し

か
し
、
第
四
点
で
指
摘
し
た
品
部
・
雑
戸
の
有
無
、
第
五
点
で
触
れ
た
主
兵
・
主
馬
署
の
存
在
な
ど
、
相
違
点
が
存
在
す
る
こ
と
も
見

落
と
し
て
は
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
、
本
章
で
指
摘
し
た
内
廷
的
官
司
と
の
類
似
点
・
相
違
点
双
方
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
次
章
で
は
春
宮

坊
と
内
廷
的
官
司
と
の
関
係
に
絞
っ
て
春
宮
坊
の
構
成
に
つ
い
て
の
考
察
を
さ
ら
に
進
め
、
編
成
の
際
の
事
情
に
迫
る
こ
と
と
す
る
。

33 



34 

春
宮
坊
の
編
成
事
情
（
l
）
｜
｜
内
廷
的
官
司
と
の
比
較
か
ら
｜
｜

春
宮
坊
の
構
成
に
つ
い
て
、
荒
木
氏
は
、

そ
の
大
部
分
が
令
制
下
の
宮
内
省
と
中
務
省
の
諸
司
の
機
能
を
果
た
し
う
る
構
成
に
な
っ

て
い
る
と
指
摘
す
る
。
そ
の
上
で
氏
は
、
青
木
和
夫
氏
の
「
中
務
・
宮
内
の
二
省
は
ま
だ
草
昧
の
淳
沌
に
あ
り
、
後
に
両
者
の
被
管
と

（
日
比
）

な
っ
た
諸
官
司
は
独
立
の
存
在
で
あ
っ
た
」
と
す
る
見
解
を
受
け
、
春
宮
坊
は
大
宝
令
で
制
度
的
に
中
務
省
・
宮
内
省
に
分
化
整
備
さ

れ
た
諸
機
構
の
機
能
を
未
分
化
の
ま
ま
保
持
し
た
と
す
る
。
さ
ら
に
荊
木
美
行
氏
は
、
浄
御
原
令
制
下
に
天
皇
の
私
的
機
関
「
宮
内
官
」

（日）

の
存
在
し
た
こ
と
を
前
提
と
し
た
上
で
、
春
宮
坊
は
「
宮
内
官
」
を
縮
小
し
て
皇
太
子
の
た
め
に
移
植
さ
れ
た
機
構
で
あ
る
と
す
る
。

中
務
・
宮
内
両
省
と
の
機
能
上
の
類
似
性
か
ら
春
宮
坊
の
構
成
原
理
を
導
き
出
し
た
荒
木
氏
の
見
解
は
示
唆
に
富
む
も
の
で
あ
る
。

だ
が

一
概
に
そ
の
よ
う
に
結
論
付
け
て
し
ま
う
に
は
い
さ
さ
か
の
抵
抗
を
覚
え
る
。
と
い
う
の
は
、
荒
木
氏
の
説
に
お
い
て
は
、
中

務
・
宮
内
両
省
の
被
管
諸
司
と
春
宮
坊
の
そ
れ
と
の
職
掌
上
の
類
似
性
の
み
が
強
調
さ
れ
る
き
ら
い
が
あ
り
、
両
省
に
多
種
配
属
す
る

品
部
・
雑
戸
が
春
宮
坊
に
は
皆
無
で
あ
る
こ
と
や
、
主
兵
・
主
馬
両
署
が
両
省
に
対
応
官
司
を
持
た
な
い
と
い
っ
た
構
造
面
で
の
相
違

点
が
考
慮
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
荊
木
説
も
単
純
に
は
首
肯
し
が
た
い
。

む
し
ろ
、
こ
う
し
た
相
違
点
に
こ
そ

春
宮
坊
の
特
質
が
表
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
特
に
、
前
章
で
五
点
に
わ
た
り
列
挙
し
た
春
宮
坊
の
特
色
の
う
ち
四
点
に
ま
で
類
似

性
が
認
め
ら
れ
る
宮
内
省
に
対
し
て
第
四
点
に
の
み
そ
れ
が
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
に
つ
い
て
、
実
は
こ
の
点
に
こ
そ
、
令
制
走
者
が
春

宮
坊
を
い
か
な
る
官
司
と
し
て
位
置
付
け
よ
う
と
し
た
か
と
い
う
意
図
が
最
も
如
実
に
表
れ
て
い
る
も
の
と
考
、
え
ら
れ
よ
う
。

以
上
の
問
題
点
を
踏
ま
え
て
、
荒
木
氏
と
は
逆
の
視
点
に
立
ち
、
春
宮
坊
と
中
務
・
宮
内
省
被
管
諸
司
な
ど
と
の
相
違
点
に
着
目
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
春
宮
坊
の
編
成
事
情
に
つ
い
て
迫
っ
て
い
く
こ
と
と
す
る
。



ま
ず
、
そ
れ
ら
の
官
司
と
春
宮
坊
と
の
関
係
に
関
す
る
荒
木
氏
の
説
に
注
目
し
て
お
き
た
い
。
そ
れ
は
、
「
春
宮
坊
が
家
産
制
的
組
織

形
態
を
と
り
つ
つ
も
」
そ
の
機
能
を
自
律
的
に
は
果
た
し
得
ず
、
「
大
可
よ
り
の
分
受
物
に
よ
っ
て
の
み
機
能
し
う
る
」
「
他
律
的
な
機

構
」
で
あ
っ
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
指
摘
自
体
、
春
宮
坊
の
性
格
を
的
確
に
表
現
し
た
従
う
べ
き
見
解
と
い
え
る
。

律令制下における春宮坊の構造とその特質について

そ
の
見
解
を
導
く
に
際
し
て
荒
木
氏
も
依
拠
し
た
東
宮
職
員
令
集
解
諸
説
で
は
、
ま
ず
主
膳
監
条
で
穴
記
が
「
膳
司
以
下
諸
司
、
雑

物
年
料
、
自
一
一
大
司
一
分
納
耳
。
」
と
し
、
朱
説
は
「
以
下
諸
可
之
物
、
亦
何
処
可
レ
出
物
何
。
（
中
略
）
答
、
諸
司
物
、
皆
自
由
一
大
司
一
可
一
一

分
受
こ
と
し
て
い
る
。
こ
こ
で
「
以
下
諸
司
」
と
は
舎
人
監
を
除
く
主
膳
監
以
下
の
二
監
六
署
を
指
す
。
ま
た
、
主
膳
監
自
体
に
つ
い

て
も
跡
記
は
「
飲
膳
謂
下
白
二
大
司
一
分
中
遣
酒
菓
等
上
也
。
」
と
し
、
さ
ら
に
主
馬
署
に
つ
い
て
は
朱
説
が
「
乗
馬
者
此
大
司
馬
分
受
。
常

此
司
飼
養
耳
。
私
案
、
調
習
之
事
、
可
レ
放
ニ
馬
寮
一
也
。
」
と
し
て
い
る
。

で
は
、
集
解
諸
説
の
一
言
う
「
大
司
」
と
は
一
体
い
か
な
る
宮

司
を
指
す
の
で
あ
ろ
う
か
。
主
工
署
条
穴
記
に
「
但
此
司
者
不
レ
取
レ
材
。
然
則
用
一
一
木
工
寮
材
木
一
耳
。
」
と
あ
る
こ
と
と
主
膳
監
条
朱
説

と
の
対
応
か
ら
、
主
工
署
に
と
っ
て
の
「
大
司
」
は
宮
内
省
木
工
寮
と
い
え
る
。
ま
た
、
馬
の
飼
養
を
行
う
主
馬
暑
の
「
大
司
」
が
（
左

右
）
馬
寮
で
あ
ろ
う
こ
と
も
想
像
に
難
く
な
い
。
し
か
し
、
令
集
解
で
「
大
司
」
と
い
う
語
句
は
右
に
掲
げ
た
四
例
の
み
し
か
見
ら
れ

ず
、
こ
れ
以
上
具
体
的
な
こ
と
は
判
明
し
な
い
の
で
、
延
喜
春
宮
坊
式
で
主
な
事
例
を
挙
げ
て
考
え
て
み
る
こ
と
と
す
る
。

① 

主
膳
監

日
料

米
七
升
九
合
八
勺
四
撮
。
粟
子
二
升
五
合
。

右
自
二
大
炊
寮
一
進
之
。
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② 

凡
舎
人
五
十
人
娘
、
受
一
一
大
炊
寮
↓
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ま
ず
①
に
よ
る
と
、
皇
太
子
の
食
膳
を
担
当
す
る
主
膳
監
は
そ
の
穀
物
を
宮
内
省
大
炊
寮
か
ら
受
け
て
お
り
、
ま
た
、
他
の
月
料
・

年
料
に
つ
い
て
も
、
「
坊
依
二
主
膳
監
解
一
申
レ
官
請
受
。
」
と
あ
る
よ
う
に
、
太
政
官
を
通
し
て
支
給
を
受
け
て
い
た
。
さ
ら
に
、
宮
内
省

造
酒
司
式
に
は
「
東
宮
料
」
と
し
て
「
酒
六
斗
」
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
て
お
り
、
前
掲
主
膳
監
条
跡
記
に
「
分
遣
酒
菓
」
と
あ
る
こ
と
か

ら
す
れ
ば
、
や
は
り
こ
れ
も
主
膳
監
に
支
給
さ
れ
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。
ま
た
、
②
は
東
宮
舎
人
の
大
糠
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
が
、

主
膳
監
で
は
な
く
大
炊
寮
か
ら
大
棋
支
給
を
受
け
て
い
た
。

③
凡
六
月
一

B
。
内
蔵
寮
供
御
櫛
舟
枚
。

E
h
H

④
凡
五
月
廿
一
目
。
講
一
一
合
人
百
人
衣
服
一
解
文
、
進
一
一
中
務
省
↓
計
一
問
。

こ
れ
ら
は
主
蔵
監
の
職
掌
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
③
は
年
に
二
度
に
わ
た
っ
て
計
六
十
枚
の
櫛
を
中
務
省
内
蔵
寮
か
ら
受
け
て
い

た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
④
に
つ
い
て
は
、
主
蔵
監
の
職
掌
に
「
裁
縫
衣
服
」
と
あ
る
も
の
の
、
実
際
、
東
宮
舎
人
の
衣
服
は
中
務
省

の
お
そ
ら
く
は
縫
殿
寮
か
ら
支
給
を
受
け
て
い
た
と
い
う
こ
と
を
示
す
。

⑤ 

凡
月
料
紙
一
百
八
十
張
、
筆
四
管
、
墨
一
廷
。
請
一
一
図
書
寮
↓

⑥ 

十
二
月
四
日
、
造
一
一
年
中
薬
一
料
草
薬
受
一
一
典
薬
寮
↓

こ
の
二
つ
は
延
喜
式
段
階
に
お
い
て
は
主
蔵
監
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
東
宮
職
員
令
で
は
主
書
署
の
職
掌
の
「
書
薬
筆
研
」
に

（日）

対
応
す
る
。
主
書
署
は
大
同
二
年
（
八

O
七
）
に
主
蔵
監
に
併
合
さ
れ
て
い
る
の
で
、
そ
れ
以
前
は
主
書
署
が
筆
や
墨
を
⑤
の
よ
う
に

中
務
省
図
書
寮
か
ら
、
薬
を
⑥
の
よ
う
に
中
務
省
典
薬
寮
か
ら
受
け
て
い
た
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。

こ
れ
ら
延
喜
春
宮
坊
式
諸
条
文
よ
れ
ば
、
大
炊
寮
・
造
酒
司
・
内
蔵
寮
・
縫
殿
寮
・
図
書
寮
・
典
薬
寮
が
、
令
集
解
諸
説
の
い
う
「
大

司
」
に
該
当
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
官
司
と
物
資
の
支
給
対
象
で
あ
る
春
宮
坊
被
管
各
司
と
は
全
て
【
表
3
】
に
お
い



て
対
応
を
示
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
｛
表
3
】
に
示
し
た
職
掌
対
応
官
司
の
多
く
が
春
宮
坊
被
管
各
司
の
「
大
司
」
で
あ
っ
た
と
推
測
さ

れ
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、

一
部
を
除
く
「
大
司
」
の
大
半
は
中
務
・
宮
内
両
省
の
被
管
官
司
で
あ
る
。
結
局
、
春
宮
坊
の
現
業
部
門
で

あ
る
主
膳
監
以
下
二
監
六
署
の
運
営
は
、
「
大
司
」
と
よ
ば
れ
る
主
と
し
て
中
務
・
宮
内
両
省
の
被
管
諸
司
か
ら
の
分
受
物
に
よ
っ
て
ま

律令制下における春宮坊の構造とその特質について

か
な
わ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
、
荒
木
氏
と
ほ
ぽ
同
様
の
結
論
に
導
か
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
「
大
可
」
と
の
関
係
は

令
制
定
時
か
ら
想
定
さ
れ
て
い
た
と
み
て
よ
か
ろ
う
。
と
い
う
の
は
、

そ
の
当
初
か
ら
春
宮
坊
に
は
品
部
・
雑
戸
が
全
く
置
か
れ
ず
、

生
産
・
供
出
を
機
構
内
で
独
自
に
完
結
さ
せ
る
機
能
を
保
有
し
て
い
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
東
宮
を
運
営
し
て
い
く
上
で
、

食
料
や
物
品
な
ど
多
種
類
に
わ
た
る
物
資
は
不
可
欠
で
あ
る
。
そ
こ
で
春
宮
坊
は
、
必
要
な
物
資
に
関
し
て
は
、
同
様
の
物
資
を
生
産

す
る
機
能
を
有
し
そ
れ
ら
を
天
皇
や
諸
司
に
供
出
す
る
宮
内
・
中
務
省
被
管
諸
司
に
依
存
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

た
だ
、
【
表
3
】
に
示
し
た
職
掌
の
対
応
す
る
宮
内
・
中
務
省
被
管
諸
司
の
な
か
に
は
、
天
皇
の
家
産
経
済
の
基
盤
と
な
る
職
掌
を
持

ち
な
が
ら
、
独
自
に
生
産
を
行
う
こ
と
の
な
い
ー
ー
す
な
わ
ち
春
宮
坊
と
同
様
に
他
司
依
存
の
性
格
を
持
つ

l
l
官
司
も
存
在
す
る
と

い
う
こ
と
を
見
落
と
し
て
は
な
ら
な
い
。
例
え
ば
、
中
務
省
内
薬
司
は
、
天
皇
に
対
し
て
直
接
「
供
二
奉
薬
香
一
和
一
一
合
御
薬
一
」
（
職
員

令
日
内
薬
可
条
）
と
い
う
職
掌
を
負
い
、
侍
医
・
薬
生
も
属
し
な
が
ら
、
薬
園
は
無
く
品
部
（
薬
戸
）
も
配
属
し
な
い
。
職
員
令
叫
典

薬
寮
条
穴
記
が
「
内
薬
司
薬
、
自
二
此
司
一
分
納
也
。
」
と
す
る
よ
う
に
、
内
薬
司
の
薬
は
薬
園
が
あ
り
薬
戸
も
配
属
し
て
い
る
宮
内
省
典
薬

寮
か
ら
支
給
さ
れ
て
い
た
。
宮
内
省
内
膳
司
も
、
職
員
令
必
内
膳
司
条
に
「
惣
一
知
御
膳
一
進
食
先
嘗
事
」
（
奉
膳
）
、
「
造
一
一
供
御
膳
一
」

天
皇
の
食
膳
を
直
接
担
当
す
る
官
司
で
あ
り
な
が
ら
、
や
は
り
品
部
は
配
属
し
な
い

（げ）

は
雑
供
戸
が
配
属
）
。
食
料
は
諸
司
百
官
の
調
理
を
掌
る
大
膳
職
か
ら
分
給
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
、
御
膳
の
調
理
時
に
も
大
膳
職
の
「
検

（
典
膳
）
と
あ
る
よ
う
に
、

（
宮
内
省
大
膳
職
に
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校
」
（
職
員
令
刊
大
膳
職
条
穴
記
・
跡
記
）
「
監
察
」
（
内
膳
司
条
令
釈
）
を
受
け
て
い
た
。
さ
ら
に
、
中
務
省
内
蔵
寮
は
雑
戸
（
百
済
戸
）



38 

が
配
属
す
る
も
の
の
独
自
の
収
入
源
は
持
た
な
か
っ
た
。
内
蔵
寮
に
保
管
さ
れ
る
物
資
は
、
「
此
司
雑
物
、
支
一
一
度
一
年
用
物
一
白
二
大

（凶｝

蔵
一
分
受
。
毎
月
別
貯
出
用
也
。
」
（
職
員
令
7
内
蔵
寮
条
穴
記
）
と
い
う
よ
う
に
、
大
蔵
省
か
ら
供
給
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
内
薬
司
・
内
膳
司
・
内
蔵
寮
は
そ
れ
ぞ
れ
春
宮
坊
の
主
書
署
・
主
膳
監
・
主
蔵
監
と
職
掌
に
お
い
て
対
応
す
る
が
、
三

者
と
も
独
自
の
財
源
・
生
産
機
能
を
持
た
ず
、

い
ず
れ
も
典
薬
寮
・
大
膳
職
・
大
蔵
省
な
ど
か
ら
の
物
資
支
給
に
よ
っ
て
運
営
が
支
え

ら
れ
て
い
る
と
い
う
点
で
、
結
局
の
と
こ
ろ
同
種
の
官
司
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

つ
ま
り
、
典
薬
寮
か
ら
薬
の
支
給
を
受
け
る
と
い
う
点

で
主
書
署
と
内
薬
司
と
は
全
く
類
似
し
て
お
り
、
相
違
点
と
い
え
ば
そ
の
薬
が
供
御
用
か
皇
太
子
用
か
と
い
う
こ
と
に
限
ら
れ
る
。
同

様
の
こ
と
が
大
膳
職
と
主
膳
監
・
内
膳
司
、
大
蔵
省
と
主
蔵
監
・
内
蔵
寮
と
の
関
係
に
つ
い
て
も
い
え
よ
う
。
し
た
が
っ
て
、
内
薬
司

な
ど
は
春
宮
坊
被
管
諸
司
に
と
っ
て
「
大
司
」
に
該
当
す
る
も
の
で
は
な
く
、

む
し
ろ
両
者
と
も
共
通
の
官
司
を
「
大
司
」
と
す
る
同

性
格
の
官
司
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
俣
野
好
治
氏
は
、
内
蔵
寮
に
つ
い
て
の
そ
う
し
た
機
能
上
の
性
格
を
「
二
次
的
な
保
管
官
司
」
と
表

（

mm）
 

現
す
る
が
、
春
宮
坊
被
管
諸
司
に
つ
い
て
も
同
様
に
「
二
次
的
な
保
管
官
司
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
可
能
か
と
思
う
。

こ
の
よ
う
に
天
皇
の
家
産
を
直
接
管
轄
す
る
と
い
う
内
廷
的
性
格
の
強
い
官
司
と
春
宮
坊
被
管
諸
司
と
の
共
通
性
を
考
え
る
と
、
中

務
・
宮
内
省
に
分
化
整
備
さ
れ
た
諸
司
の
機
能
を
春
宮
坊
は
未
分
化
の
ま
ま
保
持
し
た
と
す
る
荒
木
氏
の
見
解
に
つ
い
て
も
う
少
し
突

き
詰
め
て
考
え
て
み
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
そ
の
見
解
に
は
、
大
王
の
家
産
制
組
織
を
淵
源
と
し
、
令
制
下
で
天
皇
の
家
産
を
管
理
す
る

機
構
と
し
て
成
立
し
た
中
務
・
宮
内
両
省
を
内
廷
的
官
可
と
し
て
一
括
し
て
捉
え
る
一
般
的
通
念
に
よ
っ
た
感
が
あ
る
。
内
廷
・
外
廷

の
区
別
に
は
様
々
な
見
解
が
あ
る
が
、
外
廷
的
性
格
を
有
し
な
が
ら
中
務
・
宮
内
省
の
被
管
と
な
る
官
司
が
存
在
す
る
と
い
う
指
摘
の

（
初
）

あ
る
こ
と
は
重
視
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
は
例
え
ば
、
先
程
触
れ
た
宮
内
省
被
管
の
典
薬
寮
・
大
膳
職
な
ど
で
あ
る
。
こ
の
指
摘

を
考
慮
に
入
れ
た
上
で
、
春
宮
坊
の
編
成
事
情
を
ま
と
め
る
と
次
の
よ
う
に
言
え
よ
う
。



春
宮
坊
は
、
宮
内
・
中
務
省
被
管
諸
司
の
中
で
も
天
皇
の
家
産
を
直
接
管
理
す
る
内
廷
的
官
司
を
抽
出
し
た
上
で
、

天
皇
と
の
関
係

を
皇
太
子
と
の
関
係
に
置
き
換
え
て
、
機
構
の
運
営
上
は
そ
れ
ら
の
官
司
と
同
様
、
経
済
的
に
外
廷
的
性
格
を
有
す
る
官
司
に
依
存
せ

ざ
る
を
得
な
い
「
二
次
的
」
宮
司
と
し
て
編
成
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

律令制下における春宮坊の構造とその特質について

春
宮
坊
の
編
成
事
情
（
2
）
l
l
主
兵
署
・
主
馬
暑
と
唐
の
東
宮
機
構
｜
｜

前
章
で
は
内
廷
的
官
司
と
の
比
較
か
ら
春
宮
坊
の
編
成
事
情
に
関
す
る
私
見
を
提
示
し
た
も
の
の
、

そ
れ
で
は
説
明
し
得
な
い
官
司

が
主
兵
署
と
主
馬
署
で
あ
る
。
両
署
に
対
応
す
る
官
司
は
宮
内
省
に
も
中
務
省
に
も
無
い

（【表
3
】
参
照
）
。
ま
た
、
駈
使
丁
も
配
属

し
な
い
。
こ
れ
ら
に
よ
っ
て
も
、
春
宮
坊
が
宮
内
・
中
務
両
省
の
機
能
を
果
た
し
う
る
機
構
と
し
て
組
織
さ
れ
た
と
単
純
化
す
る
こ
と

は
で
き
な
い
。

一
方
、
宮
内
・
中
務
・
大
蔵
省
以
外
に
目
を
転
じ
れ
ば
、
【
表
3
】
に
示
す
よ
う
に
、
「
兵
器
儀
杖
之
属
」
を
掌
る
主
兵

署
は
左
・
右
・
内
兵
庫
等
に
、
「
供
一
一
進
乗
馬
鞍
具
之
属
一
」
を
掌
る
主
馬
署
は
左
・
右
馬
寮
に
そ
れ
ぞ
れ
対
応
関
係
を
持
つ
。
し
か
し
、

律
令
制
下
の
皇
太
子
制
を
強
く
規
制
す
る
こ
と
に
な
っ
た
壬
申
の
乱
を
想
起
す
れ
ば
、
「
兵
器
」
や
「
乗
馬
」
は
、
と
も
す
れ
ば
軍
事
的

基
盤
に
な
り
か
ね
な
い
要
素
と
し
て
警
戒
さ
れ
て
然
る
べ
き
で
あ
る
。
令
制
定
者
に
皇
太
子
の
軍
事
的
基
盤
を
排
除
す
る
意
図
が
あ
っ

た
こ
と
は
坂
上
康
俊
氏
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
に
考
え
る
ほ
ど
、
「
兵
器
」
や
「
乗
馬
」
と
い
っ
た
軍
事
的
な
要
素
を

管
轄
す
る
主
兵
署
・
主
馬
署
が
い
か
な
る
根
拠
で
春
宮
坊
被
管
と
し
て
編
成
さ
れ
た
の
か
と
い
う
問
題
が
浮
上
す
る
。
本
章
で
は
ま
ず

こ
の
疑
問
を
解
明
し
、
前
章
の
結
論
で
は
い
ま
だ
不
十
分
で
あ
る
春
宮
坊
の
編
成
事
情
に
つ
い
て
さ
ら
に
深
く
迫
る
こ
と
と
す
る
。

こ
こ
で
、
唐
制
に
目
を
向
け
る
と
、

は
た
し
て
東
宮
機
構
に
は
太
子
僕
寺
及
び
僕
寺
被
管
の
厩
牧
暑
が
置
か
れ
て
い
た
。
太
子
僕
寺

39 

は
「
掌
車
輿
、
騎
乗
、
儀
伎
之
政
令
及
喪
葬
之
礼
物
、
弁
コ
一
其
次
銃
与
二
其
出
入
一
而
供
給
之
。
」
（
『
唐
六
典
』
巻
二
十
七
太
子
僕
寺
条
）
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を
、
ま
た
厩
牧
署
は
「
掌
車
局
、
閑
厩
、
牧
畜
之
事
。
」
（
『
唐
六
典
」
巻
二
十
七
厩
牧
署
条
）
を
そ
れ
ぞ
れ
職
掌
と
し
て
い
る
。
職
掌
上
、

主
兵
署
の
「
儀
伎
」
が
僕
寺
に
、
主
馬
署
は
僕
寺
・
厩
牧
署
に
そ
れ
ぞ
れ
ほ
ぽ
対
応
す
る
。
よ
っ
て
、
主
兵
・
主
馬
の
二
署
は
唐
の
僕

寺
・
厩
牧
署
に
範
を
と
っ
て
置
か
れ
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
よ
う
。
両
者
の
対
応
関
係
に
つ
い
て
具
体
的
に
考
察
し
て
み
る
。

主
兵
署
の
「
兵
器
儀
伎
」
に
つ
い
て
は
、
主
兵
署
条
穴
記
が
「
兵
器
儀
伏
者
、
主
工
署
所
レ
造
耳
。
非
一
一
兵
庫
之
兵
↓
但
其
用
不
レ
見
。

然
思
量
非
常
備
耳
。
其
皇
太
子
随
身
威
儀
兵
器
儀
伎
等
者
、
自
然
兵
庫
井
五
衛
府
備
耳
。
非
二
署
之
兵
器
一
也
。
」
と
す
る
よ
う
に
、
主
工

署
が
作
成
す
る
も
の
の
、
「
非
常
の
備
」
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
し
か
も
、
皇
太
子
用
の
そ
れ
は
主
兵
暑
で
は
な
く
左
・
右
・
内
兵
庫
の
い

ず
れ
か
並
び
に
五
衛
府
に
常
備
さ
れ
て
い
た
。
よ
っ
て
、
平
常
時
に
お
け
る
実
質
的
な
活
動
は
想
定
し
難
く
、
皇
太
子
と
の
結
び
つ
き

（幻）

も
他
に
比
べ
て
弱
い
官
司
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
祭
礼
時
な
ど
実
質
的
な
活
動
の
場
を
持
つ
主
馬
署
は
と
も
か
く
、
こ
の
よ
う
に
必
要

度
の
低
い
主
兵
署
を
あ
え
て
春
宮
坊
被
管
と
し
て
設
置
し
た
事
情
を
考
え
る
に
際
し
て
は
、
「
兵
器
」
と
い
う
語
句
が
参
考
と
な
ろ
う
。

と
い
う
の
は
、
主
兵
署
が
唐
の
太
子
僕
寺
の
職
掌
の
一
部
を
範
と
し
た
可
能
性
を
先
に
指
摘
し
た
が
、
そ
の
職
掌
に
「
兵
器
」
の
文
字

は
見
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。

一
方
、
養
老
職
員
令
に
「
兵
器
」
が
見
出
せ
る
の
は
、
兵
部
省
・
兵
部
省
造
兵
司
・
左
兵
庫
（
右
・
内
兵

庫
も
こ
れ
に
准
ず
る
）

の
各
条
で
あ
る
（
【
表
3
】
参
照
）

0

・
中
で
も
、
前
掲
の
穴
記
が
「
兵
庫
之
兵
」
と
「
署
之
兵
器
」
と
を
対
置
し

て
い
る
こ
と
か
ら
、
左
兵
庫
条
と
の
対
応
が
窺
え
る
。
は
た
し
て
左
兵
庫
条
に
は
「
掌
左
兵
庫
儀
伏
、
兵
器
、
安
置
得
レ
所
。
出
納
。
曝

涼
。
（
後
略
こ
と
あ
っ
て
、

そ
の
目
頭
が
主
兵
署
条
と
重
複
し
て
い
る
。
だ
が
、
左
・
右
・
内
兵
庫
の
存
在
の
み
か
ら
春
宮
坊
に
主
兵

署
が
置
か
れ
る
必
然
性
が
生
じ
た
と
す
る
根
拠
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
「
兵
器
」
は
皇
太
子
に
対
し
て
否
定
さ
れ
る
べ
き
軍
事
的
要
素
だ

か
ら
で
あ
る
。
や
は
り
、
唐
の
太
子
僕
寺
が
念
頭
に
置
か
れ
た
上
で
、
そ
れ
を
移
入
し
て
職
掌
を
確
定
す
る
段
階
に
、
左
・
右
・
内
兵

庫
ー
ー
天
皇
の
兵
器
・
儀
伎
を
管
理
す
る
と
い
う
内
廷
的
性
格
か
ら
す
れ
ば
内
兵
庫
が
適
当
か

l
l
に
準
拠
し
た
も
の
と
推
測
す
る
。



主
馬
署
に
つ
い
て
は
、
厩
牧
署
を
継
受
し
た
と
考
え
て
差
し
支
え
な
か
ろ
う
。
た
だ
、
厩
牧
署
の
「
牧
畜
」
に
相
当
す
る
職
掌
が
主

馬
署
に
は
無
い
こ
と
に
注
目
し
た
い
。
唐
で
は
厩
牧
署
と
い
う
名
称
か
ら
も
、
ま
た
「
牧
長
」
が
置
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
東
宮

（辺）

の
牧
の
存
在
を
窺
う
こ
と
が
出
来
る
。
し
か
し
日
本
の
場
合
東
宮
の
牧
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
り
、
東
宮
の
「
乗
馬
」
は
、
第
一
章
で

律令制下における春宮坊の構造とその特質について

述
べ
た
よ
う
に
、
「
大
司
」
す
な
わ
ち
左
右
馬
寮
か
ら
分
受
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
た
だ
、
「
牧
畜
」
を
除
け
ば
、
主
馬
署
も
主
兵
署
と

同
様
、
唐
の
厩
牧
署
の
存
在
を
前
提
と
し
て
、
職
掌
の
一
部
を
左
・
右
馬
寮
に
准
ず
る
も
の
と
し
た
と
考
え
た
い
。

以
上
、
主
兵
署
・
主
局
署
に
つ
い
て
唐
制
東
宮
機
構
と
比
較
し
な
が
ら
考
察
し
た
。
宮
内
・
中
務
省
被
管
諸
司
に
対
応
関
係
が
見
出

せ
な
い
一
方
、
唐
の
東
宮
機
構
内
に
対
応
官
司
が
見
出
せ
る
両
署
の
存
在
は
、
春
宮
坊
が
令
制
前
の
大
王
の
家
産
的
組
織
に
淵
源
を
持

つ
宮
内
・
中
務
省
被
管
の
内
廷
的
官
可
の
機
能
を
摂
取
し
て
編
成
さ
れ
る
の
み
な
ら
ず
、
唐
制
を
模
範
と
し
て
い
た
こ
と
を
示
唆
す
る
。

そ
こ
で
続
い
て
、
主
兵
・
主
馬
署
以
外
の
諸
司
に
つ
い
て
も
唐
制
東
宮
機
構
被
管
諸
司
と
の
関
係
を
考
察
し
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

こ
こ
で
、
唐
の
東
宮
機
構
に
つ
い
て
簡
単
に
整
理
し
て
お
く
。
ま
ず
上
部
機
構
と
し
て
、
太
子
倉
事
府
・
太
子
右
春
坊
・
太
子
左
春

坊
が
あ
る

（
以
下
「
太
子
」
は
省
略
）
。
倉
事
府
は
家
令
・
率
更
・
僕
の
三
寺
及
ぴ
軍
事
機
構
で
あ
る
十
率
府
（
左
右
衛
率
府
・
左
右
司

禦
率
府

U

左
右
清
道
率
府
・
左
右
監
門
率
府
・
左
右
内
率
府
）
を
統
轄
し
、

さ
ら
に
家
令
寺
は
食
官
・
典
倉
・
司
蔵
の
三
署
を
、
僕
寺

は
厩
牧
署
を
被
管
機
構
と
し
て
管
轄
す
る
。
ま
た
、
右
春
坊
は
独
立
し
た
官
司
で
あ
り
、
左
春
坊
は
司
経
・
典
膳
・
薬
蔵
・
内
直
・
典

設
・
宮
門
の
六
局
を
被
管
機
構
と
す
る
。
本
章
で
は
、
左
春
坊
管
下
の
六
局
と
家
令
寺
及
び
僕
寺
管
下
の
四
署
を
考
察
の
対
象
と
す
る
。

な
お
、
唐
の
六
局
四
署
と
春
宮
坊
三
監
六
暑
の
職
掌
を
対
応
さ
せ
る
と
【
表
4
】
の
よ
う
に
な
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
春
宮
坊
被
管

（お）

三
監
六
署
の
う
ち
、
舎
人
監
を
除
い
て
は
、
唐
の
六
局
四
署
の
う
ち
宮
門
局
を
除
く
五
局
四
署
に
ほ
ぼ
対
応
す
る
。
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た
だ
、
こ
う
し
た
日
唐
の
対
比
の
う
ち
、
典
膳
局
・
食
官
署
と
主
膳
監
、
及
ぴ
薬
蔵
局
と
主
書
署
と
の
差
異
に
注
目
し
て
お
き
た
い
。
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【表4】唐の六局四著と春宮坊三監六署との対応

署厩牧 署蔵司 署典倉 署食官 宮局門 典設局 直局内 薬蔵局 膳典局 経局司

ムノ、
局

署四

車馬

倉蔵書量
九穀

量事
湯休 璽符

和斉室事
経

長官

史 の

厩閑 漉
綴扇 撃掃 子

（ 

震事
九案 集

唐

及醸臨
，、

衣 里

庶蓋 服事之 巻

七十
器
血、

量燈燭
十
J¥ 
よ
り

主 主 主 主 主
王蔵監 王書署

主
主書署

対! 署，馬 蔵監 殿署 謄監 署殿 謄監

本

王 2 
主

主

主紫署
工

、
殿署署 本

竣署 監
3 本 ノ、

1 署

＊
1
、
宮
内
省
主
殿
寮
の
職
掌
に
「
徹
扇
」
が
あ
る
こ
と
か
ら
類
推
し
た
o

＊
2
、
「
燈
燭
」
の
み
対
応
す
る
。

＊
3
、
前
半
部
分
か
ら
主
膳
監
も
考
え
ら
れ
る
が
、
典
倉
箸
条
が
続
い
て
「
挙
其
名
数
、
市
司
其
出
納
。
」
と

す
る
こ
と
か
ら
類
推
し
て
、
対
応
は
し
な
い
こ
と
と
し
た
。

前
者
に
つ
い
て
、
ま
ず
典
膳
局
と
食
官
署
の

違
い
に
つ
い
て
触
れ
て
お
く
と
、
皇
太
子
の
食

膳
を
担
当
し
た
の
は
「
進
膳
嘗
食
」
を
行
う
典

膳
局
で
あ
り
、

一
方
、
家
令
寺
被
管
の
食
官
署

は
、
「
其
六
品
以
下
宮
於
一
一
家
令
厨
一
食
者
。
」

（
『
唐
六
典
』
巻
二
十
七
食
官
署
条
）
と
あ
る
こ

と
か
ら
、
東
宮
官
の
食
事
を
担
当
し
て
い
た
こ

と
が
推
測
さ
れ
る
。
加
え
て
、
所
管
の
家
令
寺

の
職
掌
に
「
凡
食
官
、
典
倉
、

司
蔵
之
出
納
、

籍
一
一
其
名
数
一
（
後
略
）
」
（
『
唐
六
典
』
巻
二
十
七

家
令
寺
条
）

と
あ
る
知
く
、
食
料
の
保
管
・
出

納
を
担
当
し
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
食
料

（

μ）
 

の
出
所
に
つ
い
て
は
、
東
宮
の
荘
宅
・
田
園
か

ら
上
が
っ
て
き
た
も
の
が
、
「
九
穀
入
蔵
之
数
」

を
管
理
す
る
典
倉
署
の
倉
に
収
納
さ
れ

そ
れ

が
典
膳
局
な
い
し
食
官
署
に
移
送
さ
れ
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。
結
局
、
主
膳
監
は
典
膳
局
に
最
も
相
当
す
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
主
膳

監
の
食
料
は
大
膳
職
・
大
炊
寮
・
造
酒
司
か
ら
分
受
し
て
い
た
か
ら
、
食
料
の
自
給
・
管
理
と
い
う
点
で
日
唐
聞
の
大
き
な
差
異
が
認



め
ら
れ
る
。

後
者
に
お
い
て
注
目
さ
れ
る
の
は
、
皇
太
子
へ
の
薬
の
進
上
時
に
お
け
る
主
書
署
と
薬
蔵
局
の
関
与
度
の
相
違
で
あ
る
。
ま
ず
、
唐

の
場
合
、
「
皇
太
子
有
レ
疾
、
命
一
侍
医
一
入
一
一
診
候
一
以
議
一
方
薬
寸
応
レ
進
レ
薬
、
命
一
一
薬
憧
一
講
師
之
。
侍
医
和
成
之
。
将
レ
進
、
宮
臣
監
レ

律令制下における春宮坊の構造とその特質について

嘗
。
」
（
『
唐
六
典
」
巻
二
十
六
薬
蔵
局
条
）
と
あ
る
よ
う
に
、
薬
蔵
郎
が
侍
医
に
命
じ
て
皇
太
子
の
診
察
を
さ
せ
る
こ
と
に
始
ま
り
、
薬

を
調
合
し
進
上
す
る
ま
で
の
過
程
に
、
薬
蔵
局
配
属
の
侍
医
・
薬
憧
や
東
宮
の
宮
臣
が
関
与
し
て
お
り
、
薬
蔵
局
が
主
体
的
な
役
割
を

担
っ
て
い
る
。

一
方
、
主
書
署
の
場
合
は
、
医
疾
令
お
合
和
御
薬
条
に
「
合
一
一
和
御
薬
一
中
務
少
輔
以
上
一
人
、
共
一
つ
内
薬
正
等
一
監
視
。

餌
薬
之
日
、
侍
医
先
嘗
。
次
内
薬
正
嘗
。
次
中
務
卿
嘗
。
然
後
進
レ
御
。
其
中
宮
及
東
宮
准
二
此
。
」
と
あ
り
、
こ
れ
に
関
し
て
主
書
署
条
穴

記
が
「
主
書
署
何
時
供
進
哉
。
答
。
同
共
進
是
也
。
」
と
す
る
こ
と
が
参
考
と
な
る
。
主
書
署
に
は
皇
太
子
の
侍
医
が
配
属
せ
ず
、
主
書

署
の
進
上
し
た
薬
（
典
薬
寮
か
ら
分
受
し
た
も
の
）
が
皇
太
子
に
供
さ
れ
る
ま
で
に
関
与
す
る
の
は
、
右
の
条
文
に
よ
れ
ば
中
務
省
内

薬
司
配
属
の
天
皇
の
侍
医
、
内
薬
正
、
中
務
卿
と
い
っ
た
中
務
省
及
び
内
薬
司
の
官
人
な
の
で
あ
る
。
こ
の
過
程
に
主
書
署
官
人
が
介

在
す
る
こ
と
は
な
い
。

右
の
二
例
お
よ
び
前
述
の
牧
の
有
無
な
ど
か
ら
、
太
政
官
1

1
八
省
へ
の
依
存
度
が
高
い
日
本
の
春
宮
坊
に
比
べ
て
、
複
雑
な
構
成

を
持
つ
唐
の
東
宮
機
構
で
は
白
律
的
な
運
営
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
窺
え
よ
う
。

し
か
し
そ
れ
に
し
て
も
、

日
本
の
東
宮
機
構
の
分
掌
体
制
は
、
唐
制
東
宮
機
構
の
現
業
部
門
を
担
当
す
る
下
部
組
織
の
職
掌
を
大
方

網
羅
す
る
意
図
の
も
と
に
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
と
い
え
る
。
そ
れ
は
、
例
え
ば
、

日
本
の
令
制
東
宮
に
は
存
在
し
な
い
は

ず
の
「
湯
、
沫
」
が
主
殿
署
の
職
掌
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
、
主
殿
署
が
ほ
と
ん
ど
盲
目
的
と
も
い
、
え
る
か
た
ち
で
典
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設
局
の
職
掌
を
継
受
し
た
と
い
う
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
こ
と
に
顕
著
に
表
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
当
初
問
題
に
し
た
主
兵
署
・
主
馬
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署
の
設
置
も
そ
う
し
た
意
図
の
中
に
住
置
付
け
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

た
だ
、
舎
人
監
・
主
紫
署
・
主
兵
署
に
関
し
て
は
、
唐
の
六
局
四
署
に
直
接
対
応
関
係
が
見
出
せ
な
い
。
し
か
し
、
主
兵
署
は
前
述

の
よ
う
に
僕
寺
の
職
掌
の
一
部
を
受
け
た
も
の
で
あ
り
、
主
築
署
は
典
膳
局
の
職
掌
を
主
膳
監
と
分
掌
し
た
も
の
と
見
て
よ
か
ろ
う
。

舎
人
監
は
、

お
そ
ら
く
日
本
の
中
務
省
内
舎
人
も
し
く
は
左
右
大
舎
人
寮
を
前
提
に
、
東
宮
舎
人
を
監
督
す
る
官
司
と
し
て
設
置
さ
れ

た
も
の
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
い
え
ば
、
唐
で
は
典
膳
局
に
一
本
化
さ
れ
て
い
る
皇
太
子
の
食
膳
関
係
の
官
司
が
主
膳
監
と
主
襲
署
に
分

置
さ
れ
て
い
る
の
は
、

天
皇
の
そ
れ
が
宮
内
省
の
内
膳
司
と
主
水
司
に
分
掌
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
る
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
主
兵
署

も
、
設
置
の
前
提
と
し
て
天
皇
の
武
器
を
管
理
す
る
内
兵
庫
の
存
在
が
あ
っ
た
こ
と
は
前
に
も
触
れ
た
通
り
で
あ
る
。

こ
う
し
た
例
を
考
慮
に
入
れ
た
上
で
、
本
章
の
ま
と
め
と
し
て
次
の
よ
う
な
こ
と
が
言
え
る
と
思
う
。

前
章
で
述
べ
た
よ
う
に
、
東
宮
職
員
令
に
規
定
さ
れ
た
春
宮
坊
は
、
宮
内
・
中
務
省
被
管
諸
司
の
中
で
も
天
皇
の
家
産
に
密
着
し
た

内
廷
的
宮
司
を
、
皇
太
子
に
奉
仕
す
る
機
構
と
し
て
統
合
・
簡
素
化
し
た
上
で
再
編
成
し
た
機
構
で
あ
る
。
機
能
面
で
も
、
必
要
物
資

を
「
大
司
」
た
る
外
廷
的
官
司
に
依
存
す
る
と
い
う
点
で
内
廷
的
宮
司
の
性
格
を
摂
取
し
て
い
る
。
し
か
し
、
主
兵
・
主
馬
署
を
は
じ

め
と
し
て
唐
制
の
影
響
も
多
分
に
受
け
て
お
り
、
宮
内
・
中
務
省
の
機
能
よ
り
も
む
し
ろ
唐
制
東
宮
機
構
被
管
諸
司
の
機
能
を
十
全
に

果
た
す
べ
く
春
宮
坊
は
構
成
さ
れ
た
と
い
え
る
。
た
だ
し
、
唐
制
を
継
受
す
る
際
に
は
、

日
本
の
内
廷
的
諸
宮
司
の
職
掌
を
モ
デ
ル
と

す
る
か
た
ち
で
、
唐
制
の
諸
司
を
統
合
ま
た
は
分
割
し
て
編
成
が
行
わ
れ
た
。
春
宮
坊
の
編
成
は
、

日
本
の
内
廷
的
官
司
と
唐
制
東
宮

機
構
の
両
者
の
機
能
を
融
合
し
た
結
実
な
の
で
あ
る
。
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以
上
、
本
稿
で
は
、
春
宮
坊
が
い
か
な
る
原
理
の
も
と
に
構
成
さ
れ
た
か
を
、
内
廷
的
諸
官
司
や
唐
制
東
宮
機
構
と
の
比
較
を
交
え

律令制下における春宮坊の構造とその特質について

て
考
察
し
た
。
そ
れ
に
よ
り
、
春
宮
坊
及
ぴ
被
管
三
監
六
署
の
構
成
は
、
唐
制
東
宮
機
構
被
管
諸
司
の
機
能
を
網
羅
的
に
果
た
す
べ
く
、

そ
の
上
で
天
皇
の
家
産
を
直
接
管
轄
す
る
内
廷
的
諸
官
司
の
構
成
・
機
能
を
融
合
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
と
思
う
。

だ
が
、
令
制
定
時
に
お
け
る
春
宮
坊
は
、
皇
太
子
の
家
産
機
構
で
あ
り
な
が
ら
東
宮
を
運
営
す
る
基
盤
に
お
い
て
脆
弱
で
あ
っ
た
こ

と
は
強
調
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
、
被
管
三
一
監
六
署
に
品
部
・
雑
戸
が
配
属
し
な
い
こ
と
、
湯
川
沫
（
封
戸
）

の
設
定
が
皇

太
子
に
対
し
て
否
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
顕
著
に
現
れ
て
い
る
。
東
宮
に
湯
川
沫
が
設
定
さ
れ
な
か
っ
た
理
由
と
し
て
、

坂
上
康
俊
氏
は
、

壬
申
の
乱
の
際
に
皇
太
弟
大
海
人
皇
子
の
基
盤
と
し
て
彼
と
強
固
に
結
び
つ
い
て
い
た
東
宮
湯
川
床
が
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
と
い
う

前
史
に
規
制
さ
れ
、
令
制
走
者
に
は
、
皇
太
子
が
「
被
給
者
と
強
固
に
結
び
つ
き
、

ひ
い
て
は
軍
事
的
基
盤
を
形
成
し

（お）

か
ね
な
い
要
素
を
排
除
し
、
経
済
的
に
は
完
全
に
天
皇
の
制
御
の
許
に
東
宮
機
構
を
置
こ
う
と
す
る
意
図
」
が
あ
っ
た
と
す
る
。
こ
の

そ
の
経
済
的
、

よ
う
な
意
図
に
基
づ
き
、
独
自
の
生
産
機
能
及
ぴ
財
源
を
保
有
し
て
い
な
か
っ
た
た
め
、
現
業
部
門
を
担
う
被
管
各
司
は
同
様
の
職
掌

を
持
つ
他
司
か
ら
の
物
資
支
給
に
全
面
的
に
依
存
し
な
け
れ
ば
東
宮
の
運
営
を
維
持
で
き
な
か
っ
た
。
天
皇
を
頂
点
と
す
る
律
令
官
制

の
中
に
あ
っ
て
皇
太
子
を
本
主
と
す
る
独
立
的
な
官
可
と
し
て
の
名
目
と
、
皇
太
子
を
支
え
る
基
盤
の
脆
弱
さ
及
び
他
者
依
存
性
と
い

う
実
態
と
の
格
差
を
内
包
し
て
い
る
こ
と
こ
そ
が
、
春
宮
坊
の
特
質
と
い
う
べ
き
も
の
な
の
で
あ
る
。

令
制
定
時
に
は
東
宮
職
員
令
と
い
う
他
官
可
と
は
別
個
の
規
定
の
中
に
組
織
さ
れ
な
が
ら
天
皇
や
太
政
官
の
統
制
下
に
置
か
れ
、
皇

45 

太
子
に
奉
仕
す
る
と
い
う
名
目
を
持
ち
な
が
ら
皇
太
子
と
疎
遠
に
な
る
べ
く
意
図
さ
れ
た
春
宮
坊
は
、

い
わ
ば
「
律
令
官
司
体
系
の
中
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の
一
官
司
と
し
て
の
春
宮
坊
」
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
そ
の
域
を
出
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

注
（1
）
代
表
的
業
績
と
し
て
、
井
上
光
貞
「
古
代
の
皇
太
子
」
（
『
井
上
光
貞
著
作
集
』
第
一
巻
「
日
本
古
代
国
家
の
研
究
」
第
I
部
第
二
章
、

岩
波
書
店
、
一
九
八
五
年
、
初
出
一
九
六
五
年
）
が
あ
り
、
以
後
の
皇
太
子
制
研
究
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
。

（2
）
都
城
制
と
の
関
連
も
含
め
こ
れ
ら
の
皇
子
宮
に
関
す
る
論
考
は
多
く
を
数
え
る
が
、
最
近
で
は
、
仁
藤
敦
史
氏
（
『
古
代
王
権
と
都
城
』

吉
川
弘
文
舘
、
一
九
九
八
年
）
が
こ
れ
ら
の
先
学
を
整
理
し
詳
細
か
つ
総
合
的
な
研
究
を
行
っ
て
い
る
。

（3
）
荒
木
敏
夫
『
日
本
古
代
の
皇
太
子
」
（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
五
年
）
。

（4
）
坂
上
康
俊
「
東
宮
機
構
と
皇
太
子
」
（
九
州
大
学
国
史
学
研
究
室
編
『
古
代
中
世
史
論
集
』
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九

O
年
）
。
以
下
、

特
に
こ
と
わ
ら
な
い
限
り
、
坂
上
氏
の
見
解
は
す
べ
て
当
論
文
に
よ
る
。

（5
）
な
お
、
拙
稿
「
奈
良
末
期
か
ら
平
安
初
期
の
東
宮
官
人
と
皇
太
子
」
（
『
日
本
歴
史
』
六
二
五
、
二

0
0
0年
）
で
は
、
東
宮
宮
人
の

官
位
昇
進
や
兼
官
の
状
況
、
議
政
官
と
の
関
係
等
を
探
り
、
な
か
で
も
春
官
坊
官
人
と
皇
太
子
・
天
皇
と
が
強
国
な
人
格
的
結
合
を
有

し
、
密
接
な
関
係
に
あ
っ
た
実
態
を
考
察
し
た
。
参
照
さ
れ
た
い
。

（6
）
荒
木
敏
夫
「
東
宮
機
構
の
原
理
と
構
造
」
（
前
掲
注
（
3
）
書
第
三

l
一
）
。
以
下
、
特
に
こ
と
わ
ら
な
い
限
り
、
荒
木
氏
の
見
解
は
す

べ
て
当
論
文
に
よ
る
。

（7
）
条
文
数
は
国
史
大
系
本
『
令
集
解
』
及
び
日
本
思
想
大
系
『
律
令
』
に
依
拠
し
た
。

（8
）
「
束
宮
職
員
令
」
と
い
う
名
称
に
関
し
て
は
、
大
宝
令
で
は
「
東
宮
官
員
令
」
と
称
さ
れ
て
い
た
と
の
推
定
が
有
力
で
あ
る
｛
思
想

大
系
『
律
令
』
東
宮
職
員
令
補
注
五
二
七
頁
）
。
だ
が
、
本
稿
で
は
大
宝
令
制
下
で
も
便
宜
上
「
東
宮
職
員
令
」
と
統
一
し
て
表
記
す
る

こ
と
と
す
る
。
な
お
、
東
宮
職
員
令
集
解
古
記
は
三
監
六
署
の
う
ち
主
謄
監
条
・
主
殿
署
条
・
主
工
署
条
に
し
か
引
か
れ
て
い
な
い
が
、

天
平
年
間
の
正
倉
院
文
書
中
に
「
舎
人
監
」
（
『
大
日
本
古
文
書
』
二
｜
四
一
一
一
頁
な
ど
）
や
「
主
蔵
令
史
」
（
『
大
日
本
古
文
書
』
八
｜
三

五
七
頁
な
ど
）
が
散
見
す
る
こ
と
か
ら
、
舎
人
監
・
主
蔵
監
も
大
宝
令
制
下
で
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
判
明
す
る
。
こ
れ
ら
の
事
例
よ

り
類
推
し
て
、
本
稿
で
は
大
宝
令
で
も
養
老
令
と
同
様
の
被
管
官
司
数
で
あ
っ
た
も
の
と
す
る
。
な
お
、
主
謄
監
は
大
宝
令
で
は
「
進



律令制下における春宮坊の構造とその特質について

膳
監
」
と
さ
れ
て
い
た
。
松
崎
英
一
「
進
膳
監
と
放
鷹
司
｜
｜
大
宝
令
官
司
名
の
推
定
｜
｜
」
（
『
九
州
史
学
』
七
一
、
一
九
八
一
年
）
。

（9
）
各
篇
白
の
名
称
は
推
定
永
徽
令
と
聞
元
七
年
令
・
開
元
二
十
五
年
令
と
で
異
な
る
。
ち
な
み
に
、
東
宮
王
府
職
員
令
は
永
徽
令
で
は

東
宮
諸
府
職
員
令
で
あ
っ
た
こ
と
が
推
定
さ
れ
て
い
る
。
（
『
唐
令
拾
遺
補
』
コ
二
七
頁
「
歴
代
令
篇
目
一
覧
表
」
参
照
）

（
叩
）
池
田
温
「
唐
令
と
日
本
令
｜
｜
〈
唐
令
拾
遺
補
〉
編
纂
に
よ
せ
て
｜
｜
」
（
同
編
『
中
国
礼
法
と
日
本
律
令
制
』
第
二
部
、
東
方
書
店
、

一
九
九
二
年
）
、
榎
本
淳
一
「
養
老
律
令
試
論
」
（
笹
山
晴
生
先
生
還
暦
記
念
会
編
「
日
本
律
令
制
論
集
』
上
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九

三
年
）
で
は
、
大
宝
令
で
は
「
東
宮
家
令
官
員
令
」
と
し
て
唐
令
の
場
合
と
同
様
に
同
一
の
篇
目
で
あ
っ
た
可
能
性
を
指
摘
す
る
。
仮

に
そ
の
可
能
性
が
認
め
ら
れ
た
場
合
、
令
篇
目
上
に
お
け
る
日
唐
間
の
相
違
を
強
調
す
る
こ
と
は
践
踏
せ
ざ
る
を
え
な
い
が
、
東
宮
職

員
令
と
家
令
職
員
令
と
に
あ
え
て
分
離
し
た
養
老
令
制
定
者
の
意
図
は
重
視
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
の
意
図
こ
そ
、
養
老
令
制
定
者
の
念

頭
に
日
唐
の
皇
太
子
・
東
宮
観
の
相
違
、
日
本
の
東
宮
機
構
の
特
殊
性
と
い
う
べ
き
も
の
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
よ
う
。

（
日
）
直
木
孝
次
郎
「
大
蔵
省
と
宮
内
省
の
成
立
」
（
『
飛
鳥
奈
良
時
代
の
考
察
』

I
、
高
科
書
店
、
一
九
九
六
年
、
初
出
一
九
七
六
年
）
。

（
ロ
）
直
木
前
掲
注
（
日
）
論
文
。

（
臼
）
思
想
大
系
『
律
令
』
職
員
令
M
主
水
司
条
頭
注
（
青
木
和
夫
執
筆
）
は
、
氷
部
は
水
部
で
あ
る
と
し
、
本
文
に
氷
部
と
あ
る
の
は
誤

り
か
と
推
定
す
る
。

（
日
）
青
木
和
夫
「
浄
御
原
令
と
古
代
官
僚
制
」
（
『
日
本
律
令
国
家
論
孜
』
、
岩
波
書
店
、
一
九
九
二
年
、
初
出
一
九
五
四
年
）
九
八
頁
。

（
日
）
荊
木
美
行
「
宮
内
省
の
成
立
と
展
開
」
（
『
初
期
律
令
官
制
の
研
究
』
第
W
部
第
一
章
、
和
泉
書
院
、
一
九
九
一
年
）
三
二
九
頁
。

（
日
）
『
類
家
三
代
格
」
巻
四
大
同
三
年
八
月
十
二
日
太
政
官
符
。

（
口
）
俣
野
好
治
「
内
蔵
寮
と
内
膳
司
」
（
中
山
修
一
先
生
喜
寿
記
念
事
業
会
編
『
長
岡
京
古
文
化
論
叢
H
』
、
三
星
出
版
、
一
九
九
二
年
）

二
五
九

l
二
六

O
頁。

（
凶
）
内
蔵
寮
と
大
蔵
省
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
俣
野
前
掲
注
（
口
）
論
文
、
古
尾
谷
知
治
「
古
代
の
内
蔵
寮
に
つ
い
て
」
（
「
史
学
雑
誌
』

o
o
i一
二
、
一
九
九
一
年
）
に
詳
し
い
。

（
四
）
俣
野
前
掲
注
（
口
）
論
文
二
五
八
頁
。

（
却
）
東
野
治
之
「
内
廷
と
外
廷
｜
｜
宮
内
省
の
性
格
を
中
心
と
し
て
l

｜
」
（
『
長
屋
王
家
木
筒
の
研
究
』
第
二
部
、
塙
書
房
一
、

47 

一
九
九
六
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年
、
初
出
一
九
八
O
年）。

（
担
）
延
喜
春
宮
坊
式
に
は
、
春
日
祭
及
ぴ
平
野
祭
に
主
馬
署
が
馬
を
供
奉
し
て
い
る
こ
と
が
見
え
る
。

（
沼
）
『
唐
六
典
』
巻
二
十
七
厩
牧
署
条
に
は
「
其
隣
右
群
牧
隷
一
一
東
宮
一
者
」
と
あ
る
。
令
制
で
は
臨
右
の
諸
牧
は
沙
苑
監
が
管
掌
し

て
い
た
が
、
開
元
二
十
三
年
（
七
三
五
）
に
は
廃
さ
れ
て
お
り
、
一
方
で
『
新
唐
書
』
職
官
志
巻
四
十
八
に
は
諸
牧
監
と
と
も

に
令
に
規
定
の
な
い
「
東
宮
九
牧
監
」
が
「
牧
養
馬
牛
以
供
一
一
皇
太
子
一
之
用
」
と
の
職
掌
を
持
つ
も
の
と
し
て
明
記
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
を
根
拠
と
し
て
、
早
く
て
も
開
元
二
十
三
年
に
は
東
宮
専
用
の
牧
が
存
在
し
て
い
た
と
推
定
で
き
る
。

（
幻
）
宮
門
局
に
相
当
す
る
官
司
が
春
宮
坊
被
管
官
可
と
し
て
置
か
れ
て
い
な
い
こ
と
に
つ
い
て
は
、
都
城
制
の
観
点
か
ら
の
検
討
が
必
要

で
あ
る
。
藤
原
宮
・
平
城
宮
の
今
後
の
遺
構
発
掘
の
成
果
が
待
た
れ
る
が
、
日
本
で
は
皇
太
子
の
居
所
と
し
て
の
東
宮
が
宮
城
門
内
に

包
摂
さ
れ
、
ま
た
院
構
造
を
も
っ
宮
と
し
て
想
定
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
に
よ
る
も
の
と
推
測
し
て
お
く
。
な
お
藤
原
京
に
も
東
宮
の
存

在
し
た
こ
と
は
、
荒
木
前
掲
注
（
3
）
書
第
二
｜
一
「
東
宮
機
構
の
成
立
と
皇
子
宮
」
七
五

l
七
六
頁
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

（M
）
『
唐
六
典
』
巻
二
十
七
太
子
家
令
寺
条
に
は
、

凡
荘
宅
、
田
園
、
必
審
一
一
其
頃
畝
J

分
一
一
其
彊
界
一
箕
二
子
籍
童
三
者
租
税
、
随
一
一
其
良
癖
一
而
為
一
収
数
之
数
」
以
レ
時
入
之
、
禁
一
一
其

遁
違
一
者
。

及
ぴ
、
同
・
典
倉
署
条
に
は
、

凡
諸
国
圃
樹
芸
者
、
皆
受
レ
令
薦
。
毎
月
籍
一
主
ハ
出
納
之
数
一
以
上
二
子
寺

J

歳
終
則
申
ニ
倉
事
府
4

と
あ
り
、
「
荘
宅
田
園
」
「
圏
圃
樹
芸
」
の
管
理
形
態
が
窺
え
る
。

（
お
）
坂
上
前
掲
注
（
4
）
論
文
四
五
頁

（
長
野
県
高
遠
高
等
学
校
教
諭

大
学
院
前
期
課
程
修
了
生
）


